
 

 

 

 和歌山市と学校法人和歌山信愛女学院は、平成 28 年 12 月 26 日（月）に「大学設置に

係る基本協定書」を締結しました。 

 本協定は、まちなかに大学を設置することで、本市の高等教育の振興及び地域の活性化に

資することを目的としたものであり、12 月 26 日（月）に、和歌山市役所市長室で行われ

た締結式では、学校法人和歌山信愛女学院の森田登志子理事長と和歌山市の尾花正啓市長

が協定書に署名しました。 

これにより、本市が進める「まちなか３大学構想」の実現に向けてまた一歩前進すること

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新大学の概要（構想中）】  ※現時点での構想のため、今後変更の可能性があります。 

設置者：学校法人和歌山信愛女学院 

名 称：（仮称）和歌山信愛大学 

学部学科：（仮称）教育学部子ども教育学科 

     ※初等教育の分野の人材育成に特化した学科で、保育士及び幼稚園・小学校教員

の免許が取得できる 

定員等：１学年８０人の男女共学の４年制 

設置場所：和歌山市立本町小学校跡地等 

開校予定：平成３１年４月 

 

 

（仮称）和歌山信愛大学教育学部設置に係る協定書の締結について 

共同記者会見 

協定書締結式 協定書締結記念撮影 


